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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の進路に設置されたカメラと、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報を算出する車両位置
情報算出部と、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩行者
位置情報算出部と、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成する人間支援管理部と、
　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信する通信制御手段と、
　前記車両に搭載され、車両の運転者を撮像する車両搭載カメラと、
　前記車両の運転者に固定され、運転者の視野の画像を撮像する視野画像撮像カメラと、
　前記車両搭載カメラで得られた運転者撮像画像と前記視野画像撮像カメラで得られた視
野画像とに基づき運転者の顔の方向を算出する顔方向情報算出部と、
　を具備してなることを特徴とする人間支援システム。
【請求項２】
　さらに、車両の運転者の意図を認識して意図認識結果を出力する意図認識部を備え、
　前記人間支援管理部は、前記意図認識部で得られた意図認識結果に基づき前記歩行支援
情報又は運転支援情報を生成することを特徴とする請求項１に記載の人間支援システム。
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【請求項３】
　歩行者により携帯され、前記歩行支援情報を受信して表示する表示装置をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の人間支援システム。
【請求項４】
　車両に搭載され、前記運転支援情報を受信して表示する表示装置をさらに備えることを
特徴とする請求項１に記載の人間支援システム。
【請求項５】
　前記通信制御手段は、前記車両の速度と前記車両の運転者の顔の方向とを受信し、
　前記意図認識部は、前記通信制御手段で受信された前記車両の速度と、前記顔の方向と
、前記車両位置情報算出部で算出された前記車両の位置情報とに基づき運転者の意図を認
識することを特徴とする請求項１に記載の人間支援システム。
【請求項６】
　車両の進路に設置されたカメラと、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報を算出する車両位置
情報算出部と、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩行者
位置情報算出部と、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成する人間支援管理部と、
　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信し、前記車両の速度と前記車両の運転者
の顔の方向とを受信する通信制御手段と、
　前記車両の速度と前記顔の方向と前記車両の位置情報とからなる入力パラメータと、運
転者の運転意図を示す出力パラメータとの関係を関連づけた連想マトリクスを運転者ごと
に複数記憶する記憶装置と、
　前記通信制御手段で受信された前記車両の速度と前記顔の方向及び前記車両位置情報算
出部で算出された前記車両の位置情報に対して、前記記憶装置から読み出された連想マト
リクスに基づき反響動作に伴う状態推移により運転者の運転意図を認識する意図認識部と
、
　を具備してなることを特徴とする人間支援システム。
【請求項７】
　前記人間支援管理部は、意図認識部で得られた意図認識結果に基づき前記歩行支援情報
又は運転支援情報を生成することを特徴とする請求項６に記載の人間支援システム。
【請求項８】
　歩行者により携帯され、前記歩行支援情報を受信して表示する表示装置をさらに備える
ことを特徴とする請求項６に記載の人間支援システム。
【請求項９】
　車両に搭載され、前記運転支援情報を受信して表示する表示装置をさらに備えることを
特徴とする請求項６に記載の人間支援システム。
【請求項１０】
　前記連想マトリクスは、一運転者の複数の異なる状態について記憶されることを特徴と
する請求項６に記載の人間支援システム。
【請求項１１】
　前記意図認識部は、前記複数の運転者ごとの連想マトリクスに対して算出された運転意
図のうち、最も強く想起された運転意図を運転者の運転意図に決定する判定手段を備える
ことを特徴とする請求項６に記載の人間支援システム。
【請求項１２】
　車両の進路に設置されたカメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報
を算出するステップと、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出するステッ
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プと、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成するステップと、
　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信するステップと、
　前記車両に搭載された車両搭載カメラにより車両の運転者を撮像するステップと、
　前記車両の運転者に固定された視野画像撮像カメラにより運転者の視野の画像を撮像す
るステップと、
　前記車両搭載カメラで得られた運転者撮像画像と前記視野画像撮像カメラで得られた視
野画像とに基づき運転者の顔の方向を算出するステップと、
　を具備することを特徴とする人間支援方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　車両の進路に設置されたカメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報
を算出する車両位置情報算出部と、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩行者
位置情報算出部と、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成する人間支援管理部と、
　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信する通信制御手段と、
　前記車両に搭載された車両搭載カメラで運転者を撮像して得られた運転者撮像画像と前
記車両の運転者に固定された視野画像撮像カメラで運転者の視野の画像を撮像して得られ
た視野画像とに基づき運転者の顔の方向を算出する顔方向情報算出部
　として機能させることを特徴とする人間支援プログラム。
【請求項１４】
　車両の進路に設置されたカメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報
を算出するステップと、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出するステッ
プと、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成するステップと、
　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信するステップと、
　前記車両の速度と前記車両の運転者の顔の方向とを受信するステップと、
　受信された前記車両の速度と前記顔の方向及び前記算出された前記車両の位置情報に対
して、前記車両の速度と前記顔の方向と前記車両の位置情報とからなる入力パラメータと
、運転者の運転意図を示す出力パラメータとの関係を関連づけた連想マトリクスを運転者
ごとに複数記憶する記憶装置から読み出された連想マトリクスに基づき反響動作に伴う状
態推移により運転者の運転意図を認識するステップと、
　を具備することを特徴とする人間支援方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、
　車両の進路に設置されたカメラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報
を算出する車両位置情報算出部と、
　前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩行者
位置情報算出部と、
　前記車両位置情報と前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知らせるた
めの歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転支援情報
を生成する人間支援管理部と、
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　前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信し、前記車両の速度と前記車両の運転者
の顔の方向とを受信する通信制御手段と、
　前記車両の速度と前記顔の方向と前記車両の位置情報とからなる入力パラメータと、運
転者の運転意図を示す出力パラメータとの関係を関連づけた連想マトリクスを運転者ごと
に複数記憶する記憶装置と、
　前記通信制御手段で受信された前記車両の速度と前記顔の方向及び前記車両位置情報算
出部で算出された前記車両の位置情報に対して、前記記憶装置から読み出された連想マト
リクスに基づき反響動作に伴う状態推移により運転者の意図を認識する意図認識部
　として機能させることを特徴とする人間支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報インフラストラクチャの整備された都市空間に生活する情報技術から疎
外され、その恩恵を十分に得られていないお年寄りや身体障害者等を支援する人間支援シ
ステム、人間支援方法及び人間支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信技術の急速な進展に伴い、情報インフラストラクチャ整備が進められて
いる。しかしながら、膨大な情報量に対応する強力で拡張性の高い情報インフラ整備が進
み、日々の生活でその恩恵を得る人が増える一方で、病院や家庭内の高齢者や機能障害者
に代表される、情報技術から疎外され、その恩恵を十分得られていない情報弱者と呼ばれ
る人々との格差が相対的に進んでいるのも現状である。
【０００３】
　また、まだ記憶に新しい米国同時多発テロ時の救出時、携帯電話の保持により早期救出
された人の例より、災害時に携帯情報端末保持が有効に機能することが保証されているが
、またその一方で、携帯電話等の通信局が壊滅してしまうと全く機能しなくなるという弱
点があることを、１９９５年の阪神淡路大震災で露呈している。そして、また、前述した
機能操作の煩雑さから弱者の携帯情報端末保有率の低さという情報弱者の問題提起がなさ
れる。少子高齢化社会への深刻な進展の中、こうした情報弱者は益々増加するという警鐘
が鳴り響く。こうした社会的背景の中、情報バリアフリーのナチュラルインタフェースを
備え人間を空間的にサポートする人間中心型の都市空間の構築は急務である。
【０００４】
　一方、運輸省の先端安全自動車推進検討会により、エレクトロニクス技術等の新技術に
より自動車を高知能化して安全性を格段に高めるための予防安全技術が提案されている（
非特許文献１）。この予防安全技術は、通常走行時における運転者の危険状態、走行環境
の危険状況等を各種センサにより検知し運転者に警報すること、運転者の負担を軽減する
こと等により自己の未然防止を図るために考案されている。しかしながら、危険状況の直
前に危険を報知することはできても、危険状況に陥るより前の状況は知らせることができ
ない。また、危険状況の直前に危険を突然表示すると、その直前の表示が視界に入ること
により、周辺の視野が極端に見えにくくなるという特性が顕著に見られることが知られて
いる。
【０００５】
　このように、例えば都市空間において歩行者、車両の存在を検出し、存在を提示するこ
とはできたが、情報過多になってしまい、かえって運転者に対し混乱を招き支障となって
しまう。
【非特許文献１】先端安全自動車推進検討会事務局　運輸省自動車交通局技術安全部“先
端安全自動車”平成９年１０月発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　情報バリアフリーのナチュラルインタフェースを備え人間を空間的にサポートする人間
中心型の都市空間の構築は急務であり、その一方で、自動車の運転に際し、自動車を高知
能化して安全性を格段に高めるための予防安全技術が提案されている。しかしながら、危
険状況の直前に危険を報知することはできても、危険状況に陥るより前の状況は知らせる
ことができないため、逆に運転者を危険状況に陥らせる危険があった。
【０００７】
　このように、例えば都市空間において歩行者、車両の存在を検出し、存在を提示するこ
とはできたが、情報過多になってしまい、かえって運転者に対し混乱を招き支障となって
しまう。
【０００８】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、歩行者
の歩行者や運転者の運転を支援する人間支援システム、人間支援方法及び人間支援プログ
ラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のある観点によれば、車両の進路に設置されたカメラと、前記カメラで撮像され
た進路画像情報を画像処理し車両の位置情報を算出する車両位置情報算出部と、前記カメ
ラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩行者位置情報算
出部と、前記車両位置情報と、前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に車両の存在を知
らせるための歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知らせるための運転
支援情報を生成する人間支援管理部と、前記歩行支援情報又は前記運転支援情報を送信す
る通信制御手段とを具備してなることを特徴とする人間支援システムが提供される。
【００１０】
　また、本発明の別の観点によれば、車両の進路に設置されたカメラで撮像された進路画
像情報を画像処理し車両の位置情報を算出し、前記カメラで撮像された進路画像情報を画
像処理し歩行者の位置情報を算出し、前記車両位置情報と、前記歩行者位置情報とに基づ
き、歩行者に車両の存在を知らせるための歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者
の存在を知らせるための運転支援情報を生成し、前記歩行支援情報又は前記運転支援情報
を送信することを特徴とする人間支援方法が提供される。
【００１１】
　また、本発明のさらに別の観点によれば、コンピュータを、車両の進路に設置されたカ
メラで撮像された進路画像情報を画像処理し車両の位置情報を算出する車両位置情報算出
部と、前記カメラで撮像された進路画像情報を画像処理し歩行者の位置情報を算出する歩
行者位置情報算出部と、前記車両位置情報と、前記歩行者位置情報とに基づき、歩行者に
車両の存在を知らせるための歩行支援情報を生成し、又は前記車両に歩行者の存在を知ら
せるための運転支援情報を生成する人間支援管理部と、前記歩行支援情報又は前記運転支
援情報を送信する通信制御手段として機能させることを特徴とする人間支援プログラムが
提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、歩行者の歩行者や運転者の運転を適切に支援することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。　
　図１は本発明の一実施形態に係る人間支援システムが適用されるネットワークシステム
の一例を示す図である。
【００１４】
　図１に示すように、歩行者１と車両２がそれぞれ道路４１及び４２を矢印に示す方向に
進行しており、交差点４３に差しかかる状態を示している。交差点４３には２台の交差点
設置カメラ３１及び３２が設置されており、取得画像は無線通信によりサーバ３に送信さ
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れる。車両２には、表示部２２と、制御部２３と、車両搭載カメラ２４が搭載されている
。また、車両２の運転者の頭部には視野画像撮像カメラ２１が固定されており、運転者の
視野画像を取得する。この視野画像と、車両搭載カメラ２４で撮像された車内カメラ画像
はサーバ３に送信される。また、制御部２３は、車両２のモータやハンドルなどから車両
速度情報Ｖｖを算出し、サーバ３に送信する。もちろん、車両２自体が車両速度を算出し
ている場合、この車両速度情報Ｖｖを単にサーバ３に送信してもよい。サーバ３は、カメ
ラ３１，３２及び車両２から受信した各種データに基づき歩行者の存在や車両の存在を報
知するための運転支援情報を生成して車両２に送信し、表示部２２に表示させる。また、
車両２の存在を示す歩行支援情報は歩行者１が携帯する携帯情報端末１１に送信され、そ
の携帯情報端末１１の表示部１２に表示される。
【００１５】
　図２は上記人間支援システムを構成する車両２、サーバ３及び交差点設置カメラ３１、
３２の詳細な構成の一例を示す図である。
【００１６】
　図２に示すように、交差点設置カメラ３１はＡ点に設置されており、２つのカメラ３１
ａ及び３１ｂを備える。カメラ３１ａはＡ点から道路４２側を撮像するカメラであり、カ
メラ３１ｂはＡ点から道路４１側を撮像するカメラである。
【００１７】
　交差点設置カメラ３２はＢ点に設置されており、２つのカメラ３２ａ及び３２ｂを備え
る。カメラ３２ａはＢ点から道路４２側を撮像するカメラであり、カメラ３２ｂはＢ点か
ら道路４１側を撮像するカメラである。
【００１８】
　サーバ３は、ＣＰＵと、このＣＰＵによりアクセス可能な記憶装置３９と、通信制御手
段３８とを備える。ＣＰＵが記憶装置３９から読み出したプログラムを実行することによ
り、ＣＰＵが車両位置情報算出部３３と、歩行者位置情報算出部３４と、顔方向情報算出
部３５と、意図認識部３６と、人間支援管理部３７として機能する。また、ＣＰＵでの演
算結果などは、通信制御手段３８を介して外部端末等に送信され、また外部端末等からの
データは通信制御手段３８で受信される。
【００１９】
　なお、図２では記載を省略しているが、携帯情報端末１１及び車両２のいずれも通信制
御手段を備え、これによりサーバ３と無線通信によりデータを送受することができる。
【００２０】
　カメラ３１ａ、３１ｂ、３２ａ及び３２ｂで撮像された各画像データは無線通信により
サーバ３に送信される。サーバ３の通信制御手段３８は、カメラ３１ａ、３１ｂ、３２ａ
及び３２ｂからの画像データを受信して車両位置情報算出部３３又は歩行者位置情報算出
部３４に出力する。
【００２１】
　車両位置情報算出部３３は、カメラ３１ａから得られたＡ点自動車画像データと、カメ
ラ３１ｃから得られたＢ点自動車画像データとに基づき車両位置情報ＶＬを算出し、意図
認識部３６及び人間支援管理部３７に出力する。
【００２２】
　歩行者位置情報算出部３４は、カメラ３１ｂから得られたＡ点歩行者画像データと、カ
メラ３１ｄから得られたＢ点歩行者画像データとに基づき歩行者位置情報ＰＬを算出し、
人間支援管理部３７に出力する。
【００２３】
　車両２に設けられた車両搭載カメラ２４で得られた車内カメラ画像データと、運転者の
頭部に固定された視野画像撮像カメラ２１で得られた視野画像データは無線通信によりサ
ーバ３に送信される。サーバ３の通信制御手段３８は、カメラ２１，２４からの画像デー
タを受信して顔方向情報算出部３５に出力する。顔方向情報算出部３５は、車内カメラ画
像データ（運転者撮像画像データ）と視野画像データとに基づき運転者の顔の方向を示す
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顔方向情報θＤを算出して意図認識部３６に出力する。なお、顔方向情報算出部３５は、
運転者撮像画像データのみに基づき画像処理により顔方向情報θＤを算出してもよいし、
視野画像データのみに基づき顔方向情報θＤを算出してもよい。
【００２４】
　一方、制御部２３からは車両２の速度情報Ｖｖが無線通信によりサーバ３に送信される
。サーバ３の通信制御手段３８は、制御部２３からの速度情報Ｖｖを意図認識部３６に出
力する。
【００２５】
　意図認識部３６は、制御部２３から得られた速度情報Ｖｖと、顔方向情報算出部３５か
ら得られた顔方向情報θＤと、車両位置情報算出部３３から得られた車両位置情報ＶＬと
に基づき運転者の意図認識結果を算出して人間支援管理部３７に出力する。
【００２６】
　人間支援管理部３７は、車両位置情報算出部３３からの車両位置情報ＶＬと、歩行者位
置情報算出部３４からの歩行者位置情報ＰＬと、意図認識部３６からの意図認識結果とに
基づき、歩行者の歩行を支援するための歩行支援情報を生成するとともに、車両の運転を
支援するための運転支援情報を生成する。
【００２７】
　歩行支援情報は、通信制御手段３８を介して歩行者１の携帯する携帯情報端末１１に送
信され、該携帯情報端末１１の表示部１２に表示される。また、運転支援情報は、通信制
御手段３８を介して車両２の表示部２２に送信され、表示される。なお、これら歩行支援
情報及び運転支援情報は、図２では通信制御手段３８を介さずに送信される例として示し
てあるが、実際には通信制御手段３８を介して送信される。
【００２８】
　また、サーバ３は、記憶装置３９を備える。この記憶装置３９には、上述したような各
種データ処理に必要なデータや、演算結果として、例えばメンバーシップ関数や連想マト
リクスなどを格納する。
【００２９】
　次に、図３を用いて歩行者位置情報算出部３４における歩行者位置情報算出処理につい
て説明する。
【００３０】
　図３に示すように、まずＡ，Ｂ２地点からの歩行者画像データを取得したオブジェクト
位置抽出手段３４１は、歩行者画像データ中で注目すべきオブジェクトの位置を抽出する
。注目すべきオブジェクトは、例えば歩行者の肌色の部分のように、歩行者以外のオブジ
ェクトとは異なる色の部分に設定しておく。画像データで特定されるすべての位置Ｉ１～
Ｉｎのうち、抽出されたオブジェクトとしての歩行者の肌色の部分の位置をＰ１～Ｐｍ（
ｍ≦ｎ）とする。
【００３１】
　重心位置算出手段３４２は、オブジェクト位置抽出手段３４１で得られたオブジェクト
位置Ｐ１～Ｐｍに基づき重心位置Ｐｃ（重心位置情報）を算出する。これにより、ある時
刻ｔにおける歩行者の位置が一意に特定される。
【００３２】
　特徴点抽出手段３４３は、重心位置算出手段３４２で得られた重心位置ＰＣに基づき特
徴点Ｃを算出する。特徴点とは、一定時間毎、すなわち一定時間についての代表的な歩行
者の重心位置を示すものである。重心位置算出手段３４２で得られた時間ｔの重心位置を
ＰＣｔとすると、重心位置ＰＣｔは時間の経過とともに変動する時系列データである。図
４は、この時系列データとしての重心位置ＰＣｔを示す図である。図４（ａ）はｘ方向の
重心位置ＰＣｘｔ、図４（ｂ）はｙ方向の重心位置ＰＣｙｔである。これら重心位置ＰＣ

ｘｔ及びＰＣｙｔはともに２００×１／６０ｓの間に極大値や極小値をとる時系列データ
であるが、例えばサンプリング時間をこの２００×１／６０ｓに設定し、その極値のうち
の例えば極大値を特徴点ＰＬとする。もちろん、極値のうちの極小値や他の値を特徴点Ｐ
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Ｌとしてもよい。図４の例の場合、特徴点ＰＬのｘ方向の位置ＰＬｘは５００（×０．６
×１０－３ｍ）、ｙ方向の位置ＰＬｙは７００（×０．６×１０－３ｍ）程度となる。も
ちろん、この特徴点ＰＬの算出は、この極値の抽出手法に限定されない。得られた特徴点
ＰＬが歩行者位置情報ＰＬとして出力される。この特徴点ＰＬはサンプリング時間経過毎
に算出されるものであるため、このサンプリング時間経過毎に人間支援管理部３７に出力
される。
【００３３】
　なお、特徴点ＰＬの算出を行わずに時系列データである重心位置Ｐｃｔを歩行者位置情
報ＰＬとして出力してもよい。
【００３４】
　以上の歩行者位置情報算出部３４の歩行者位置情報算出と同様に、車両位置情報算出部
３３は、オブジェクト位置Ｖ１～Ｖｋ（ｋ≦ｎ）の抽出、重心位置Ｖｃｔの算出、特徴点
Ｃの算出を行い、得られた特徴点ＶＬを車両位置情報ＶＬとして車両意図認識部３６及び
人間支援管理部３７に出力する。オブジェクト位置Ｖ１～Ｖｋの抽出は、上記オブジェク
ト位置抽出手段３４１によるオブジェクト位置Ｐ１～Ｐｋの抽出と同様の手法による。ま
た、重心位置Ｖｃｔの算出は、上記重心位置算出手段３４２における重心位置Ｐｃｔの算
出と同様の手法による。また、特徴点ＶＬの算出は、上記特徴点抽出手段３４３における
特徴点ＰＬの算出と同様の手法による。
【００３５】
　次に、意図認識部３６における意図認識処理について説明する。なお、以下における意
図認識部３６における処理は、予め格納したデータを読み出し入力された車両位置情報Ｖ

Ｌ、速度情報Ｖｖ、顔方向情報θＤに基づき意図認識処理を実行し意図認識結果を生成す
る。
【００３６】
　ある運転行動を起こそうとするとき、一般に運転者はある程度決まった順序で動作を行
うことが確認されている。この運転動作時の顔の動作を検出し、その顔方向情報θＤと、
車両速度情報Ｖｖ及び車両位置情報ＶＬから運転意図を認識する。運転意図は、例えば右
折、左折、直進などに分類される。
【００３７】
　本実施形態では、あいまいな概念である人間の意図に関する知識構築の手法として概念
ファジイ集合（Conceptual Fuzzy Sets:以下ではＣＦＳと称する）の知識表現を利用する
。ＣＦＳは次の２つの性質を備える。　
　ａ）現実世界の数値データと人間が思考する記号を融合処理できる。　
　ｂ）物理量から高次概念へのボトムアップ処理と、高次概念から物理量へのトップダウ
ン処理を融合できる。
【００３８】
　以下に、顔方向情報θＤ、車両速度情報Ｖｖ及び車両位置情報ＶＬから、運転意図の直
進、右折、左折の３つの基本運転行動意図の認識を行う意図認識モデルについて説明する
。
【００３９】
　図５は意図認識モデルの概念図である。意図認識モデルは、その一例として、メンバー
シップ関数５１及びファジイラベル５２で示される下位層と、中位層５３と、上位層５４
とにより表現される。下位層のファジイラベル５２（ファジイ集合）は、角度ラベル５２
１、位置ラベル５２２及び速度ラベル５２３からなる。角度ラベル５２１はネガティブ５
２１ａ“Ｎ”、ゼロ５２１ｂ“Ｚ”、ポジティブ５２１ｃ“Ｐ”の３種類のラベルからな
る。位置ラベル５２２はネガティブ５２２ａ“Ｎ”、ゼロ５２２ｂ“Ｚ”、ポジティブ５
２２ｃ“Ｐ”の３種類のラベルからなる。速度ラベル５２３はネガティブ５２３ａ“Ｎ”
、ゼロ５２３ｂ“Ｚ”、ポジティブ５２３ｃ“Ｐ”の３種類のラベルからなる。
【００４０】
　これら９種類のファジイラベルは、それぞれメンバーシップ関数５１で表現される。５
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１１ａ～５１１ｃはそれぞれ角度ラベル５２１のネガティブ５２１ａ“Ｎ”、ゼロ５２１
ｂ“Ｚ”、ポジティブ５２１ｃ“Ｐ”の３種類のラベルに対応する関数を示している。５
１２ａ～５１２ｃはそれぞれ位置ラベル５２２のネガティブ５２２ａ“Ｎ”、ゼロ５２２
ｂ“Ｚ”、ポジティブ５２２ｃ“Ｐ”の３種類のラベルに対応する関数を示している。５
１３ａ～５１３ｃはそれぞれ速度ラベル５２３のネガティブ５２３ａ“Ｎ”、ゼロ５２３
ｂ“Ｚ”、ポジティブ５２３ｃ“Ｐ”の３種類のラベルに対応する関数を示している。
【００４１】
　中位層５３は、学習過程で使用する事例である事例ノードを表している。例えばＮ個の
事例に対し、３基本運転行動を学習するので、合計３Ｎパターン学習する。Ｎ個の事例は
、一人の運転者についての事例のみではなく、例えば別個のＮ人の運転者の事例が採用さ
れるのが望ましい。これにより、例えばＮ人分の運転の癖、すなわち個性を反映したデー
タとして登録することができる。この事例ノードは、このように、個性を反映したデータ
であるので、個性データともいうべきものである。運転行動は、人によってその癖が異な
る。したがって、運転支援の際にこの個性を反映した事例ノードを用い、最も癖が似通っ
た事例ノードのデータを参照することで、その人の癖を適格に見極めた運転支援が可能と
なる。さらには、ある一人の運転行動を複数の場合に分けて登録しておくのが望ましい。
同一人の運転行動であっても、例えばいらいらしている時や、のんびりしている時など、
その人の気分によって異なる。したがって、同一人の運転行動をその運転している際の運
転者の状態に応じて複数登録しておく。これにより、その人の気分までを含めさらにきめ
の細かい運転支援が可能となる。
【００４２】
　このように、事例を平均化し、その平均値との間で比較するのではなく、各個性を反映
した個性データをそのまま残しておき、各個性データと運転行動を比較することで、精度
の高い運転支援が可能となる。
【００４３】
　事例ノードは、角度については左折、直進、右折の各基本運転行動に対して５３１～５
３３の３種類与えられ、これら各々の事例ノード５３１～５３３はラベル５２１ａ～５２
１ｃに対応付けられたノードＡ，Ｂ，Ｃと、これらノードＡ，Ｂ，Ｃと上位層５４のノー
ド５４１，５４２及び５４３との結合関係で表現される。
【００４４】
　位置については左折、直進、右折の各基本運転行動に対して５３４～５３６の３種類与
えられ、これら各々の事例ノード５３４～５３６はラベル５２２ａ～５２２ｃに対応付け
られたノードＡ，Ｂ，Ｃと、これらノードＡ，Ｂ，Ｃと上位層５４のノード５４１，５４
２及び５４３との結合関係で表現される。
【００４５】
　速度については左折、直進、右折の各基本運転行動に対して５３７～５３９の３種類与
えられ、これら各々の事例ノード５３７～５３９はラベル５２３ａ～５２３ｃに対応付け
られたノードＡ，Ｂ，Ｃと、これらノードＡ，Ｂ，Ｃと上位層５４のノード５４１，５４
２及び５４３との結合関係で表現される。
【００４６】
　中位層５３の事例ノードを５３１～５３３、５３４～５３６、５３７～５３９のように
角度、位置、速度に分けて配置する理由は、運転行動の意図が一定パターンとして表現さ
れるのではなく、角度、位置、速度の多様なパターンの組合せから構成されるからである
。
【００４７】
　上位層５４は、運転意図を示す層であり、左折５４１、直進５４２、右折５４３の３種
類のノードからなる。
【００４８】
　角度、位置、速度の特徴値が入力されると、中位層５３では最も近い特徴を持つノード
が最も強く活性化される。この活性化の度合いを活性値分布として得た場合、各パターン
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毎にどの事例が近いか分かる。
【００４９】
　しかしながら、中位層５３に現れる活性値分布のみでは運転行動を特定することはでき
ない。この問題は、コンテクストの導入により解決される。上位層５４は、運転行動を表
す層であり、中位層５３のすべての事例ノード５３１～５３９と結合している。
【００５０】
　学習データをファジイラベル５２とメンバーシップ関数５１で示される下位層に与え、
その結果中位層５３にはこの特徴値と事例ノード５３１～５３９との活性値分布が得られ
る。さらに、この中位層５３の活性値分布に基づき、上位層５４には教師として運転意図
“右折”、“直進”、“左折”の別が与えられる。これらに基づきヘブ学習により上記中
位層５３と上位層５４との結合関係が得られる。この意図認識モデルでは、事例から運転
行動をファジイ集合として記憶した後、入力を与えると、下位層と中位層５３との間、中
位層５３と上位層５４との間で反響動作を繰り返し、活性値分布がコンテクストに矛盾し
ない状態に収束することで認識結果を得る。ここで、コンテクストとは、各運転行動の事
例から得られた標準パターンであり、パターンに似た角度、位置、速度の特徴値の組合せ
は促進されるのに対し、パターンに合わない特徴値の組合せは抑制される。
【００５１】
　次に、ＣＦＳ（概念ファジイ集合）の概念を図６を用いて説明する。　
　概念ファジイ６１は、連想メモリ上にファジイ知識が分散的に表現されているだけでな
く、連想メモリの想起過程を用いてファジイ知識処理も行う機構も持ち合わせている。ま
た、概念ファジイ６１は連想メモリで実現されていることから、状況依存性の扱いや多層
結合による複雑な処理などのメリットが得られる。
【００５２】
　ファジイ集合のファジイラベル６２や６３は概念の名前を、ファジイ集合の形は概念の
意味を表現している。意味使用説にしたがえば、言葉の意味は他の言葉によって表現され
るが、その意味は使用時によって変化する。したがって、使用時の注意範囲を言葉に付随
する活性値で表現すれば、あいまいな言葉の意味を他の言葉によって形つくられるファジ
イ集合によって表現することができる。この分散的知識表現が概念ファジイ６１と呼ばれ
る。
【００５３】
　この活性値の分布は、様々な状況に依存して変化するため、状況による意味の変化を表
現することができる。また、概念ファジイ６１は論理表現に限らずに知識表現が可能であ
る。したがって、論理的には明示的知識表現が不可能なものも明示的に表現することがで
きる。
【００５４】
　概念ファジイ６１の活性値、すなわちメンバーシップ値は、連想メモリによって制御さ
れる。そこでノードは概念を表し、リンクは概念間の関係の強さに対応する。図６では、
ノードは各ファジイラベル６２や６３で表され、リンクは各矢印で表される。意味表現さ
れるべき概念のノードとして、例えば図６でファジイラベル６２を活性化すると、予め構
築されたネットワークを経由して、活性値が伝搬し反響動作が起こる。この反響動作はシ
ステムエネルギが最小になったところで停止し、その結果として意味を表現する側の概念
ノードが、あるグレードで活性化される形で想起される。ここに現れる活性値の分布がフ
ァジイ集合である。
【００５５】
　概念ファジイ６１は、ニューラルネットワークの学習則を用いて機能的に構築される。
すなわち、概念表現の事例に従い、以下の式（１）のＨｅｂｂ学習則を用いてノード間の
リンクが修正される。
【数１】
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【００５６】
　ここで、ｍｉｊは後述するｉ列およびｊ行の連想マトリクスＭの行列要素を示し、ａｉ

はレイヤＬＡの各ノードを、ｂｊはレイヤＬＢの各ノードに対応している。
【００５７】
　概念ファジイ集合において、概念の説明に不要な他の概念は活性化されない。したがっ
て、冗長な説明要素からでも、ノードの選択を含めた構造的学習を行っていることになる
。また、概念ファジイ集合では、通常人間が概念を形成していくときのように、別々に形
成された個々の概念を逐次的に組合せながら全体的概念を形成してゆく。すなわち、複数
の概念ファジイ集合を以下の式（２）に従い合成することができる。
【００５８】
　Ｍ＝Ｎｏｒｍ（Ｍ１＋Ｍ２＋…＋Ｍｎ）　　…（２）
　Ｍ１～Ｍｎは個別の概念ファジイを、Ｍは合成された概念ファジイ集合を示す。Ｎｏｒ
ｍは規格化を示している。一般のニューラルネットワークでは、学習結果には明示的な知
識表現が行われていないが、本実施形態の方法では明示的な表現が得られる。
【００５９】
　次に、意図認識部３６で用いられるファジイ連想記憶システムの基礎となるファジイ連
想推論について説明する。
【００６０】
　ファジイ連想推論は、連想記憶ニューラルネットワークの一種である双方向連想記憶（
ＢＡＭ：Bi-directional Associative Memory）を複数個用いたネットワークを構成し、
活性値の伝搬を繰り返す反響動作によって推論を行うものである。ここでは、まず連想推
論の基本となる双方向連想記憶を説明して、続いてこれをシステム化したファジイ連想記
憶システムについて説明する。
【００６１】
　図７は双方向連想記憶（ＢＡＭ）の概念を説明するための図である。図７に示すように
、レイヤＬＡとレイヤＬＢが構成されるネットワークがあり、レイヤＬＡには複数のノー
ドａ１，ａ２，…，ａｎが存在し、レイヤＬＢには複数のノードｂ１，ｂ２，…，ｂｐが
存在する。ノード間の結合の重みは、連想マトリクスＭ∈Ｒｎ×ｐによって表現される。
この連想マトリクスＭがレイヤＬＡとレイヤＬＢに対してパターンＡ∈Ｒｎ、Ｂ∈Ｒｐの
ペアを銘記しているとすると、レイヤＬＡにノイズを含んだＡ’∈Ｒｎを与えたとしても
、レイヤＬＡとレイヤＬＢとの間で反響動作をさせることにより、パターンＢが想起され
る。逆に、レイヤＬＢにノイズを含んだパターンＢ’∈Ｒｐを与えてもパターンＡが想起
される。この双方向連想記憶における連想は、以下の式（３．１）、式（３．２）によっ
て行われる。
【数２】

【００６２】
　ここで、ａｉ（ｔ）、ｂｊ（ｔ）は、ステップｔにおける各ノードの活性値ベクトルで
あり、区分［０，１］に属する値をとる。｛０，１｝の値としてもよい。φは各ノードＡ
（ｔ）＝（ａ１（ｔ），ａ２（ｔ），…，ａｎ（ｔ））、Ｂ（ｔ）＝（ｂ１（ｔ），ｂ２

（ｔ），…，ｂｐ（ｔ））が持つ関数であり、例えばシグモイド関数が用いられる。また
、連想マトリクスＭは、銘記したいパターンペアが（Ａ１，Ｂ１），…，（Ａｍ，Ｂｍ）
とすると、以下の式（４．１）、式（４．２）で求められる。
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【数３】

【００６３】
　ここで、βｉは連想係数である。Ｋｏｓｋｏの手法では、連想マトリクスＭを求めると
き、｛０，１｝のパターンペアをバイポーラ変換したパターンペアを用いている。しかし
ながら、このＫｏｓｋｏの手法で求められた連想マトリクスＭを用いると、ネットワーク
が飽和状態を引き起こす可能性があるので調整が必要となる。この問題を解決するために
、連想マトリクスＭの正規化の手法が提案されている。そこで、本実施形態で用いるファ
ジイ連想記憶システムでは、この正規化手法により求めた正規化連想マトリクスを用いる
。
【００６４】
　なお、双方向連想記憶（ＢＡＭ）が銘記できるパターンペアには制約がある。１つは、
パターンペア間の直交性が強く、かつ各レイヤ内でパターンとパターンのコンプリメント
のハミング距離が十分離れている必要があるということである。もう１つは、連続性仮定
が成立する必要があるということである。連続性仮定は、以下の式（５）で表される。

【数４】

【００６５】
　ここで、Ｈはハミング距離である。すなわち、各レイヤで銘記したいパターンがハミン
グ距離と同じくらい離れていないと銘記することが難しいといえる。
【００６６】
　次に、ファジイ連想記憶システムの構築手法について説明する。
【００６７】
　図８はファジイルールを連想記憶ネットワークを用いて表現した模式図である。レイヤ
の設定は、ファジイルールの前件部を代表するレイヤをＩｆ（Ｘ）レイヤ、後件部を代表
するレイヤをＴｈｅｎ（Ｙ）レイヤとする。Ｉｆ（Ｘ）レイヤ内のノードは前件部のファ
ジイ集合（メンバーシップ関数）を、Ｔｈｅｎ（Ｙ）レイヤ内のノードは後件部のファジ
イ集合（メンバーシップ関数）、あるいは入出力関数を代表する。また、前件部と後件部
の相関はＢＡＭの記憶できる制約を越えているので、１つのノードが１つのルールを代表
するＲｕｌｅ（Ｒ）レイヤを設定する。したがって、ファジイルールはＩｆ（Ｘ）レイヤ
とＲｕｌｅ（Ｒ）レイヤ間（連想マトリクスＭｘｒ）にＢＡＭを構成することで表現でき
る。さらに、Ｒｕｌｅ（Ｒ）レイヤには、あいまいさの爆発を防ぐために、他のノードの
活性化を抑制する働きをもつコーディネータ結合（Ｍｒｒ）を設定する。コーディネータ
結合とは、同一レイヤ内の任意のノードにおいて、自分に対しては正の重みで結合し、他
のノードに対しては負の重みで結合することである。
【００６８】
　次に、図８のネットワーク構成を例にメモリ上への構築の概念を説明する。図９は連想
記憶をネットワークを構築する際に必要な知識である。まず、各々のレイヤ間の連想マト
リクスを求めるため、ファジイルールの相関を区間［０，１］に属する値に置き換える。
場合により、｛０，１｝で示される０または１の２値に置き換えてもよい。その結果は以
下の式（６）のようになる。
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【数５】

【００６９】
　この式（６）では、一例として相関を｛０，１｝で示される０と１の２値で示している
が、これに限定されるものではないことはもちろんである。
【００７０】
　この算出結果を銘記すべきパターンペアとして、式（４）－１、式（４）－２により、
各々のレイヤ間の連想マトリクスを求める。ただし、バイポーラ変換したパターンペアを
用いて求めるＫｏｓｋｏの手法はとらない。
【００７１】
　前述のとおり、本実施形態にて使用するファジイ連想記憶システムは、正規化連想マト
リクスを推論時に用いる。よって、ここで求められた連想マトリクスは保存し、以下の式
（７）により正規化連想マトリクスＭｅを求める。
【００７２】
　Ｍｅ＝ａ（Ｍ＋Ｂ）　　　…式（７）
　ここで、各パラメータは以下の通りである。

【数６】

【００７３】
　ただし、Ｍ，Ｍｅ，Ｂ∈Ｒｍ×ｎ、ｍｉｊはＭの（ｉ，ｊ）要素とする。
【００７４】
　ここで、複数のルールセットが定義されている場合、以上の処理をルールセットの数だ
け繰り返し複数のネットワークを提案する。そして、ルールセット間の結合に関する情報
をテキストファイルから読み込み、それぞれのネットワークを結合する。また、推論時は
、定義したルールセット間の結合の重み（連想マトリクス）も正規化して用いる。ここか
ら、ファジイルールＲにより構築されたネットワークをネットワークＲと表記する。
【００７５】
　次に、ファジイ連想記憶システムの動作過程を説明する。　
　推論は、ネットワーク全体で同期をとりながら活性値の伝搬を繰り返すことによって行
う。まず、入力をメンバーシップ関数で評価した値をＩｆ（Ｘ）レイヤに入力する。そし
て、連想マトリクスＭｘｒ，Ｍｒｒ，Ｍｒｙを式（３．１），式（３．２）に適用するこ
とによって、設定した連想ステップ数だけ活性値の伝播を繰り返す。たとえば、複数のＩ
Ｎｒレイヤに連想マトリクスＭｒでつながるＯＵＴレイヤの各ノードの出力ｏｕｔｊは式
（１１）で求められる。
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【数７】

【００７６】
　提案された当初の連想推論は、推論結果の統合を行わないため、過度のあいまいさを引
き起こす可能性がある。これを解決するために、式（１２．１）～（１２．３）を用いて
Ｔｈｅｎ（Ｙ）レイヤの活性値を正規化する。

【数８】

【００７７】
　ここでｎはＴｈｅｎ（Ｙ）レイヤ内のノード数、γｆｉはノードｉの持つ活性値、γｉ

は寄与度である。
【００７８】
　これにより、寄与度γｉを得る。この寄与度で後件部のメンバーシップ関数、あるいは
入出力関数の出力値を内挿し、得られた関数（値）をＭＡＸ結合（和）したものを推論結
果とする。
【００７９】
　次に、実際に構築されたファジイ連想記憶システムに基づいた意図認識部３６による意
図認識決定処理について図１２及び図１３のデータフロー図を用いて説明する。
【００８０】
　まず、意図認識決定処理を実行する前に、意図認識決定処理に用いられるメンバーシッ
プ関数や、Ｎ個の個性データを予め記憶装置３９に登録しておく。
【００８１】
　より具体的には、速度メンバーシップ関数μｖＳ，μｖＢ、顔方向メンバーシップ関数
μθＳ，μθＢ、位置メンバーシップ関数μＬＳ，μＬＢを入力メンバーシップ関数とし
て記憶装置３９に格納する。また、Ｎ個の個性データとして、連想マトリクスＭｘｒ１，

ＭＴ
ｘｒ１～ＭｘｒＮ，ＭＴ

ｘｒＮ、正規化マトリクスＭｒｒ、連想マトリクスＭｒｙ１

，ＭＴ
ｒｙ１～ＭｒｙＮ，ＭＴ

ｒｙＮを個性データとして記憶装置３９に格納する。さら
に、運転意図メンバーシップ関数μＬＳ，μＬＢ，μＳＳ，μＳＢ，μＲＳ，μＲＢ～μ

ＬＳ，μＬＢ，μＳＳ，μＳＢ，μＲＳ，μＲＢを出力メンバーシップ関数として記憶装
置３９に格納する。
【００８２】
　Ｎ個の個性データは、例えば以下の処理により登録可能である。
【００８３】
　Ｎ人分の運転行動について、車両速度情報Ｖｖ、顔方向情報θＤ及び車両位置情報ＶＬ

を算出し、その算出された値を入力ノードに設定する。そして、その運転行動の結果であ
る左折、直進及び右折の別を、出力ノードに設定する。また、これら入力ノードと出力ノ
ードのバッファとして、中間ノードを設定する。そして、入力ノードと中間ノードに対し
て式（３．１）、式（３．２）及び式（４．１）、式（４．２）を適用することにより、
連想マトリクスＭｘｒ１，ＭＴ

ｘｒ１～ＭｘｒＮ，ＭＴ
ｘｒＮを算出する。一方、中間ノ
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ードと出力ノードに対しても同様に式（３．１）、式（３．２）及び式（４．１）、式（
４．２）を適用することにより連想マトリクスＭｒｙ１，ＭＴ

ｒｙ１～ＭｒｙＮ，ＭＴ
ｒ

ｙＮを算出する。　
　以上により、Ｎ個の個性データが連想マトリクスとして求められる。
【００８４】
　次に、以上のようにして得られた登録データを用いて以下のように意図認識決定処理を
行う。　
　まず、意図認識部３６は、入力された車両の速度Ｖｖ、顔方向θｐ、位置ＶＬに基づき
、それぞれ速度メンバーシップ関数μｖｓ、μｖＢ、顔方向メンバーシップ関数μθｓ、
μθＢ、位置メンバーシップ関数μＬＳ、μＬＢにより関数値（速度グレードμｖｓ（Ｖ

ｖ）、μｖＢ（Ｖｖ）、顔方向グレードμθｓ（θｐ）、μθＢ（θｐ）、位置グレード
μＬＳ（ＶＬ）、μＬＢ（ＶＬ））を算出する。
【００８５】
　次に、連想メモリを用いた正方向の行列計算を行う。　
　具体的には、まず、μｖｓ（Ｖｖ）、μｖＢ（Ｖｖ）、顔方向グレードμθｓ（θｐ）
、μθＢ（θｐ）、位置グレードμＬＳ（ＶＬ）、μＬＢ（ＶＬ）を連想メモリ入力ＩＮ

ｖｓ、ＩＮｖＢ、ＩＮｐｓ、ＩＮｐＢ、ＩＮＬｓ、ＩＮＬＢとする。そして、これら連想
メモリ入力に対して、Ｎ個の個性データに対応したマトリクスＭｘｒ１～ＭｘｒＮを用い
てＮ個の行列計算を行い、それぞれ連想メモリ中間出力Ｒ１～ＲＮを得る。この連想メモ
リ中間出力Ｒ１～ＲＮは算出されるたびに、マトリクスＭｒｒで正規化される。また、得
られた連想メモリ中間出力Ｒ１～ＲＮはさらにそれぞれマトリクスＭｒｙ１～ＭｒｙＮを
用いてＮ個の行列計算を行い、左折、直進、右折で表される連想メモリ出力ＯＵＴＬ１、
ＯＵＴＳ１、ＯＵＴＲ１～ＯＵＴＬＮ、ＯＵＴＳＮ、ＯＵＴＲＮを得る。連想メモリ出力
ＯＵＴＬ１～ＯＵＴＬＮは、運転意図“左折”に対応する出力値、連想メモリ出力ＯＵＴ

ｓ１～ＯＵＴｓＮは、運転意図“直進”に対応する出力値、連想メモリ出力ＯＵＴＲ１～
ＯＵＴＲＮは、運転意図“右折”に対応する出力値である。
【００８６】
　次に、連想メモリを用いた逆方向の行列計算を行う。　
　得られた連想メモリ出力ＯＵＴＬ１、ＯＵＴＳ１、ＯＵＴＲ１～ＯＵＴＬＮ、ＯＵＴＳ

Ｎ、ＯＵＴＲＮに基づき連想マトリクスＭＴ
ｒｙ１～ＭＴ

ｒｙＮを用いてＮ個の行列計算
を行い、連想メモリ中間出力Ｒ１～ＲＮを得る。この連想メモリ中間出力Ｒ１～ＲＮの各
々は、複数のノードについて得られる。そして、得られた連想メモリ中間出力Ｒ１～ＲＮ

に対し、マトリクスＭＴ
ｘｒ１～ＭＴ

ｘｒＮを用いてＮ個の行列計算を行い、連想メモリ
入力ＩＮｖｓ、ＩＮｖＢ、ＩＮｐｓ、ＩＮｐＢ、ＩＮＬｓ、ＩＮＬＢを得る。
【００８７】
　これら連想メモリを用いた正方向、逆方向の計算を予め定められた回数だけ繰り返し行
う反響動作を実行し、その状態推移により連想メモリ出力ＯＵＴＬ１、ＯＵＴＳ１、ＯＵ
ＴＲ１～ＯＵＴＬＮ、ＯＵＴＳＮ、ＯＵＴＲＮを収束させる。そして、その収束した連想
メモリ出力ＯＵＴＬ１、ＯＵＴＳ１、ＯＵＴＲ１～ＯＵＴＬＮ、ＯＵＴＳＮ、ＯＵＴＲＮ

を正規化して正規化連想メモリ出力ＯＵＴ＊
Ｌ１、ＯＵＴ＊

Ｓ１、ＯＵＴ＊
Ｒ１～ＯＵＴ

＊
ＬＮ、ＯＵＴ＊

ＳＮ、ＯＵＴ＊
ＲＮを得る。得られた正規化連想メモリ出力について運

転意図メンバーシップ関数μＬＳ，μＬＢ，μＳＳ，μＳＢ，μＲＳ，μＲＢを用いて運
転意図グレードμＬＳ１（ＯＵＴ＊

Ｌ１），μＬＢ１（ＯＵＴ＊
Ｌ１），μＳＳ１（ＯＵ

Ｔ＊
Ｓ１），μＳＢ１（ＯＵＴ＊

Ｓ１），μＲＳ１（ＯＵＴ＊
Ｒ１），μＲＢ１（ＯＵＴ

＊
Ｒ１）～μＬＳＮ（ＯＵＴ＊

ＬＮ），μＬＢＮ（ＯＵＴ＊
ＬＮ），μＳＳＮ（ＯＵＴ＊

ＳＮ），μＳＢＮ（ＯＵＴ＊
ＳＮ），μＲＳＮ（ＯＵＴ＊

ＲＮ），μＲＢＮ（ＯＵＴ＊
Ｒ

Ｎ）を得る。
【００８８】
　得られたＮ個の個性データについての運転意図グレードに基づき、判定手段３６ａが運
転意図の判定を行い、意図認識結果（左折、直進、右折の別）を得る。判定手段３６ａの
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判定は、Ｎ個の運転意図グレードのうち、予め定められた判定条件（例えば最も運転意図
グレードの値が大きいもの、すなわち最も強く想起されたものを選択する）に基づき、そ
の選択された運転意図グレードに予め対応付けておいた意図（例えば右折）を意図認識結
果として出力する。
【００８９】
　判定手段３６ａの判定条件は、上述したものに限定されない。例えば、最も運転意図グ
レードの大きいものと次に大きい運転意図グレードとの差が小さい場合などには、最も運
転意図グレードの大きいものと、次に大きい運転意図グレードに対応する運転意図とを平
均化してもよい。
【００９０】
　次に、上記運転意図認識決定処理で得られた運転意図に基づく人間支援管理部３７によ
る歩行支援情報及び運転支援情報の生成処理を説明する。
【００９１】
　上記例では、意図認識結果は、右折、直進及び左折の別により示される。図１４に示す
ように、人間支援管理部３７は、この意図認識結果と、車両位置情報ＶＬとに基づき進行
予測領域を算出する。この進行予測領域は、例えば位置の集合として得られる。そして、
この進行予測領域と歩行者位置情報ＰＬとに基づき、その意図認識結果から進行すると予
測される進行予測領域に歩行者が位置しているか否かを判定する。これは、例えば位置の
集合である進行予測領域に歩行者位置情報ＰＬが含まれているか否か等で容易に判定可能
である。進行予測領域に歩行者が位置している場合、人間支援管理部３７は、車両が進行
してくる危険があることを報知するための危険情報を含む歩行支援情報を生成する。進行
予測領域に歩行者が位置していない場合、人間支援管理部３７は、危険情報を含まない歩
行支援情報を生成する。生成された歩行支援情報は、通信制御手段３８を介して携帯情報
端末１１に送信され表示部１２に表示される。
【００９２】
　また、人間支援管理部３７は、進行予測領域に歩行者が位置している場合、歩行者が進
行領域に侵入してくる危険があることを報知するための危険情報を含む運転支援情報を生
成する。進行予測領域に歩行者が位置していない場合、人間支援管理部３７は、危険情報
を含まない運転支援情報を生成する。生成された運転支援情報は、通信制御手段３８を介
して車両２に送信され、表示部２２に表示される。
【００９３】
　なお、上記歩行支援情報及び運転支援情報は、進行予測領域と歩行者位置情報ＰＬに応
じて段階的に危険情報を生成するのが望ましい。この段階的な危険情報の生成のために、
具体的には、例えば車両位置情報ＶＬにより把握される車両位置から何秒後に歩行者位置
情報ＰＬで示される歩行者位置に到達するかを車両の速度Ｖｖを用いて算出すればよい。
そして、到達までの時間を予め定められた到達時間閾値Ｔｗ（ｗ＝１，２，３…）と比較
し、その到達時間閾値Ｔｗ以下であり、到達時間閾値Ｔｗ－１以上である場合に、危険度
Ｄｗと判定する。すなわち、Ｔｗ－１≦｜ＶＬ－ＰＬ｜／Ｖｖ≦Ｔｗが成立するか否かに
より危険度を判定する。成立する場合には対応する危険度あり、成立しない場合には対応
する危険度なしと判定する。
【００９４】
　この危険情報生成の具体例を以下説明する。
【００９５】
　例えば到達時間閾値Ｔ１＝２，Ｔ２＝４，Ｔ３＝６の場合、｜ＶＬ－ＰＬ｜／Ｖｖ≦２
の場合は危険度Ｄ１、２≦｜ＶＬ－ＰＬ｜／Ｖｖ≦４の場合は危険度Ｄ２、４≦｜ＶＬ－
ＰＬ｜／Ｖｖ≦６の場合は危険度Ｄ３と判定する。なお、歩行者の速度Ｐｖを得られる場
合、上記判定式をＴｗ－１≦｜ＶＬ－ＰＬ｜／｜Ｖｖ－Ｐｖ｜≦Ｔｗとすればよい。例え
ば人間支援管理部３７が、危険度に応じて視覚的に区別可能な表示データを生成すること
により危険情報を生成してもよい。例えば、危険度Ｄ３の場合には危険が差し迫ってない
ために青色の表示データ、危険度Ｄ２の場合には危険が少し差し迫ってくるために黄色の
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表示データ、危険度Ｄ１の場合には危険が差し迫っているために赤色の表示データを生成
するというようにしてもよい。また、視覚的に区別可能な表示データのみならず、聴覚を
刺激する音声データを組み合わせてもよいし、音声データのみでもよい。この場合、危険
度Ｄ１～Ｄ３は表示データと音声データを組合せてフォアグラウンド的に警告し、更に危
険度の低い危険度Ｄ４、Ｄ５、…などの場合は、バックグラウンド的に音声データのみで
知らせる、というようにしてもよい。
【００９６】
　このように、ファジイ連想推論を用いて得られた運転意図に基づき運転支援情報と歩行
支援情報を生成する。したがって、例えば非特許文献１で示されるような、運転行動の結
果としての車両位置、歩行者位置などの直前情報のみに基づき危険表示する場合よりも事
前に危険を察知した危険表示が可能となる。すなわち、非特許文献１の例の場合、支援情
報が情報過多とならないようにするため危険が差し迫った場合のみに警告するか、あるい
は情報過多になることを覚悟した上で様々な危険を警告するしかなかった。この場合、運
転意図からは全く的はずれな警告もする必要があった。これに対して本実施形態の場合、
警告されるのは、運転意図から予測される範囲に絞られるため、情報過多になることなく
、しかも危険を直前ではなく事前に警告することができる。
【００９７】
　以下、本実施形態の人間支援システムによる作用効果や適用例を詳細に説明する。
【００９８】
　危険表示機構の認知科学的な見解　
　従来のハード的なシステムとして、物体検出などでセンサ・カメラなどハードウェア素
材の精度の向上を目的としたシステムがある。このようなシステムでは、正確に最も危険
な事象を表示することはできるが、ある認知科学実験においては、特にお年寄りにおいて
、ハード的な突然の表示が視界に入ることにより、周辺の視野が極端に見えにくくなると
いう特性が顕著にみられた。よって、危険を前もってやさしく運転者に知らせておくこと
で、周辺の視野が狭まることのないようにすることが必要となる。
【００９９】
　ソフト指向的運転支援システム　
　前述のような問題点を解決するために、本実施形態では、以下に示すソフト指向的な運
転支援を行う。ソフト指向的な運転支援とは、認知科学的な人間の弱点などを考慮した柔
軟性を備えたシステムである。危険の直前に運転者に対して危険警告を行っても、運転者
の視野はその表示にくぎ付けになり、周辺が見えにくくなる。提案する表示の一例は、前
述の通り、画像を危険の度合いから青、黄、赤と色が変化し、その都度音声提示も行い運
転者に対して危険警告を行う機構が生成される。青の画像では、運転者に対してバックグ
ラウンド的に頭に残るぐらいの視覚的効果を与える。そして、黄、赤と変化していくたび
に、フォアグラウンド的に運転者に対して視覚的効果を与える。危険を前もってやさしく
運転者に知らせておくことで、周辺の視野が狭まることのないようにすることができる。
【０１００】
　意図を用いた人間支援運転機構　
　歩行者及び車両検出機構によって、歩行者及び運転者の顔の方向情報を得ることができ
る。運転者の顔の方向情報から運転者が注目していない位置に歩行者が存在する場合、歩
行者情報を運転者に対して提示する。運転者の意図を推論することで情報過多にならない
ため、運転者の混乱を招くことはない。また、歩行者情報はＨＴＭＬ形式で表示する。歩
行者の速度により情報が急激に変化するとかえって運転者に対して混乱を招く。サーバか
ら得た情報をユーザの設定により、ブラウザの更新を行うことができる。また、歩行者に
対しても、携帯情報端末により車両の存在を提示することができる。
【０１０１】
　一例として、見通しの悪いＬ字路において、歩行者と車両が交差点に向かう際に運転者
に対して、交差点に侵入する２，４，６秒前に提示した場合を図１０に示す。図１０（ａ
）は２秒前、（ｂ）は４秒前、（ｃ）は６秒前の状態を示す。例えば図１０（ａ）の例で
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は、運転者には、危険度Ｄ１の危険情報を含む運転支援情報が赤色で表示され、歩行者に
は、危険度Ｄ１の危険情報を含む歩行支援情報が赤色で表示される。図１０（ｂ）の例で
は、運転者、歩行者にそれぞれ危険度Ｄ２の危険情報を含む運転及び歩行支援情報が黄色
で表示される。図１０（ｃ）の例では、運転者、歩行者にそれぞれ危険度Ｄ３の危険情報
を含む運転及び歩行支援情報が青色で表示される。
【０１０２】
　福祉・防災サイバー都市　
　人間を取り巻く空間において、人間をサポートする知的エージェントが各種センサや知
能を分散的に持ち（分散感覚知能）、それぞれの知的エージェントが自律的に協調し合う
ことにより、人間に対して適切なサポート及び、ガイドを提示する必要がある。このよう
な空間を分散感覚知能空間と呼ぶ。分散感覚知能はカメラとＣＰＵで構成されている。本
実施形態では、分散感覚知能空間を、人間の生活する都市空間へと広げ、日常生活から災
害時の緊急支援までを視野に入れた、災害に強く、真の安心感を得る福祉・防災サイバー
都市構築の実現が可能となる。
【０１０３】
　前述のように、情報インフラストラクチャの整備が進む一方、社会的な情勢として少子
高齢化が進み、それに伴い情報弱者とのＩＴ格差が進んでいるのが現状である。情報弱者
のインフラ利用の妨げになっているのは、情報機器の操作が困難であることが大きな要因
となっている。株式会社ＳＯＮＹのアイボ（登録商標）が人間の動作により様々な表現を
見せるように、情報弱者が扱う携帯情報端末（ＰＤＡ）やヒューマンビークル等が人間の
動作から感情・意図を認識し人間支援を行うことができ、さらにこれらが災害時・緊急時
の際、防災安全機能へと切り替わり人間の安全を守るものであれば、利用者にとって、日
常生活の中でこれらの危機を使用することは、本当の安心を得られるものとなる。図１１
は福祉防災サイバー都市の概略図である。図１１に示すように、駅の周辺の環境に、カメ
ラ３１，３２が交差点や道路付近に複数配置されている。複数の車両２が駐車し、また交
差点に向かって車両２が進入したり、駅周辺から歩行者１が出てくる場合に、これらカメ
ラ３１，３２で撮像された画像に基づき計算された歩行支援情報や運転支援情報が歩行者
１や車両２に伝えられる。
【０１０４】
　このように本実施形態では、情報インフラの整備された都市空間に生活する弱者を支援
する知的インタフェースを想定する。ＰＤＡなどの携帯情報端末が、弱者やその支援者へ
の日常時の福祉情報、災害時の緊急情報の相互伝達を可能とするように、ＰＤＡ利用によ
る自然な対話機構により、都市に広がる福祉防災ＰＤＡに基づく防災サイバー都市の構築
、さらに、福祉防災ＰＤＡを利用したサイバー都市との連携による安全なヒューマン連携
型モビリティシステムの構築を図ることができる。
【０１０５】
　すなわち、交差点、車両に設置された分散感覚知能は、無線ＬＡＮでソケット通信を行
うことによりデータの送受信を行う。交差点に設置された分散感覚知能により歩行者及び
車両の検出を行う。運転者に対しては歩行者の存在を提示し、歩行者に対しては、車両の
存在を提示することで、人間に対してサポート及びガイドを行うことができる。
【０１０６】
　このように本実施形態によれば、運転者の顔の方向情報から、運転者が注視していない
方向に対して危険警告を行うことができ、情報過多にならずに必要な情報のみを提示する
ことができる。
【０１０７】
　本発明は上記実施形態に限定されない。
【０１０８】
　上記実施形態では意図認識部３６で得られた意図認識結果に基づき人間支援情報を生成
する例を示したが、これに限定されない。車両位置情報及び歩行者位置情報のみに基づき
人間支援情報を生成してもよい。
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【０１０９】
　また、人間支援管理部３７は、意図認識結果を単純化し、左折、直進及び右折の別に基
づき歩行支援情報や運転支援情報を生成する場合を示したが、これに限定されない。例え
ば、人間支援管理部３７は、意図認識部３６と同様に、ファジイ連想推論を用いて危険情
報を生成してもよい。この場合、例えば入力ノードを運転意図グレードとし、出力ノード
を危険度に対応付ける。そして、意図認識部３６における車両位置ＶＬ、車両速度Ｖｖ及
び顔方向θＤと、運転意図と同様に、予め運転意図と危険度とを関連づけた連想メモリを
生成しておく。そして、運転意図グレードが得られるたびに、危険度を人間支援管理部３
７が生成する。これにより、意図認識結果が左折、直進及び右折などの登録結果にはっき
り収束しないあいまいな場合にも、適切な危険度を得ることができる。
【０１１０】
　また、人間支援管理部３７における危険度の判定は、上記したものはほんの一例にすぎ
ない。歩行者の歩行意図や、歩行者の数、道路情報などの他の環境情報が得られる場合、
それらの環境情報も含めて判定することにより、支援精度が向上する。人間支援管理部３
７８にもファジイ連想推論を適用する場合、これら各環境情報を予め入力ノードとして定
めておくことで、支援精度を簡単に向上させることができる。このように処理する場合、
例えば道路情報が得られない場合や歩行者の歩行意図など、各環境情報がすべて得られな
かったとしても、得られる情報のみから危険度の判定を行うことができる利点を有する。
また、より多くの環境情報が得られる場合にも、新たな環境情報を入力ノードに新たに設
定して連想マトリクスを得るのみで、簡単に運転及び歩行支援の精度を向上させることが
できる。このように、環境情報が入れば入るほど支援精度を向上させることができる。
【０１１１】
　また、意図認識結果は、左折、直進及び右折の別のみ示したが、これに限定されない。
例えば、停止、斜線変更、駐車など、代表的な運転行動をさらに多く登録してもよい。こ
のように、さらに多くの運転行動を登録しておくことで、きめの細かい運転支援が可能と
なる。
【０１１２】
　さらに、上記実施形態では、車両と歩行者の例で説明したが、歩行者を車両に置換する
ことにより、車両同士の運転支援に適用することもできるし、車両を歩行者に置換するこ
とにより、歩行者同士の歩行支援に適用することもできる。すなわち、あらゆる移動体の
移動支援に適用することができることはいうまでもない。さらに、車両の種別は上記具体
例で示した自動車に限定されない。自転車や二輪車なども車両に含まれる。
【０１１３】
　また、Ａ点及びＢ点に設置された２個ずつのカメラを用いてそれぞれ車両位置を歩行者
位置を算出したが、車両や歩行者等の移動体が撮像領域に複数存在する場合には、複数の
移動体のうちのいずれかについての位置を選択して算出すればよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　以上説明したようにこの発明は、情報インフラの整備された都市空間に生活する情報技
術から疎外され、その恩恵を十分に得られていないお年寄りや身体障害者等を支援する人
間支援システムの技術分野に有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る人間支援システムが適用されるネットワークシステム
の一例を示す図。
【図２】同実施形態に係る人間支援システムを構成する車両、サーバ及び交差点設置カメ
ラの詳細な構成の一例を示す図。
【図３】同実施形態に係る歩行者位置情報算出部における歩行者位置情報算出処理を説明
するための図。
【図４】同実施形態に係る時系列データとしての重心位置ＰＣｔを示す図。
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【図５】同実施形態に係る意図認識モデルの概念図。
【図６】同実施形態に係るＣＦＳ（概念ファジイ集合）の概念を説明するための図。
【図７】同実施形態に係る双方向連想記憶（ＢＡＭ）の概念を説明するための図。
【図８】同実施形態に係るファジイルールを連想記憶ネットワークを用いて表現した模式
図。
【図９】同実施形態に係る連想記憶をネットワークを構築する際に必要な知識を示す図。
【図１０】同実施形態に係る歩行者と車両が交差点に向かう際に運転者に対して、交差点
に侵入する２，４，６秒前に提示した場合を模式的に示す図。
【図１１】同実施形態に係る福祉防災サイバー都市の概略図。
【図１２】同実施形態に係る意図認識部における意図認識決定処理のデータフローを示す
図。
【図１３】同実施形態に係る意図認識部における意図認識決定処理のデータフローを示す
図。
【図１４】同実施形態に係る人間支援管理部における運転支援情報及び歩行支援情報生成
のデータフローを示す図。
【符号の説明】
【０１１６】
１…歩行者、２…車両、３…サーバ、２１…視野画像撮像カメラ、２２…表示部、２３…
制御部、２４…車両搭載カメラ、３１，３２…交差点設置カメラ、３３…車両位置情報算
出部、３４…歩行者位置情報算出部、３５…顔方向情報算出部、３６…意図認識部、３７
…人間支援管理部、３８…通信制御手段、４１，４２…道路、４３…交差点、

【図１】 【図２】
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